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特定非営利活動法人１to１
理事長　武井　剛

「１to１船橋くらしサポートセンター ささえ」について

１．はじめに
　「１to１船橋くらしサポートセンター ささえ」の開設まで、あと1ヶ月となりました。身が引き締まる思いです。少し昔話をさせていただくと、14年前、20代最後の年を前にして、未だ道に迷いフラフラしていた危なっかしい私を“拾って”くれたのは、当時まだ船橋市内に沢山存在していた無認可の小規模福祉作業所の一つでした。諸事情にて3年後の平成20年3月末に職場の上司や同僚たちと今のNPO法人1to1を立ち上げた訳ですが、「作業所」で障がいのある仲間たちと共に働いた　約3年間が私の＜原点＞ですし、今でも何かにつけ思い出すのは「あの頃の仲間たち」のことです。
　1to1設立から既に10年以上が過ぎました。作業所理念の継承者を自負し、地域の風景を根本から　変えてやろうと船橋市や習志野市で無謀な事業展開を試みてきた私ですが、実は一つだけ心残りが。
以前にいた団体（の他の作業所）に残してきてしまった最重度の障がいのある仲間たちのことです。
10年前の自分たちにはまだ力がなく、「すべての人を受け入れる」ことはできませんでした。今から　　当時の仲間たち一人一人に声を掛けに回ろうとは思っていませんが、この度「ささえ」を開設する　ことにより、船橋市およびその近隣地域において、重度の障がいのある方々やそのご家族にとっての「選べる福祉」の推進に少しでも貢献できればと思っています。
　そのためにも、これから1年目を迎える「ささえ」が、利用者の方々にとってもご家族や関係者の皆さまにとっても＜魅力的で、笑顔溢れる場所＞になるよう、これから現場を任せる職員たちと共に誠心誠意歩んで参りますので、今後、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

≪１to１経営理念の“実践”の次なるステージを目指して≫
～《多様性》と《生命力》そして《やさしさ》に満ちた「共生社会」の創造と発展に寄与する！
 (
１to
１経営理念
私たちは、常に『個』の想いに寄り添い、人と人との
≪
１to１
≫
のかかわりを大切に育みます
１to
１行動指針
一．【基本姿勢・かかわり】
私たち一人一人が、“いま・ここ”に存在する一人一人と向き合い、その人に
　
しかない「価値」や「役割」を見つけ
出し
、その人固有の
≪
輝き
≫
に変えます
一．【組織風土・職場環境】
私たち一人一人が、「いきること」「はたらくこと」
が本来持っている純粋な
≪
喜び
≫
を体現すべく、
常に
　　　
自分自身を変化させ、
“いま・ここ”
を
、
風通しの良い・快適な
人が共に育つ組織・職場に変えてゆきます
一．【社会参加・地域創造】
私たち一人一人が、時代や社会の変化を常に敏感に感じながら、“いま・ここ”にいる仲間たちと社会の
　　
橋渡し役となり、《多様性》と《生命力》
そして《やさしさ》に満ちた「共生社会」の創造と発展に寄与
　　　　　
します
)
















２．事業の概要　＊詳細は「重要事項説明書」に記載
	事業所名
	1to1船橋くらしサポートセンター ささえ

	住所
	船橋市咲が丘３－２８－２

	建物の構造および規模
	木造2階建て　延床面積…167.48㎡　（1階）130.63㎡　（2階）36.85㎡

	電話番号
	未定　　＊携帯連絡先　080－9893－5004（小川　晃好）




	事業形態・1日の利用定員
	生活介護・20名、　日中一時支援（併設型）・5名

	管理者
	小川　晃好　（サービス管理責任者を兼務）

	生活支援員等（2019.4月時点）
	常勤３名、非常勤３名　（うち看護職員１名、日中一時支援担当１名）

	建物の構造および規模
	木造2階建て　延床面積…167.48㎡　（1階）130.63㎡　（2階）36.85㎡

	営業時間
	月曜～金曜　9時～18時

	サービス提供時間
	月曜～金曜　9時～16時　（日中一時支援は、13時30分～17時30分）



＜事業所が提要するサービス内容と利用料金＞　
サービス管理責任者が利用者一人一人について解決すべき課題と意向を把握し、それらを踏まえた上で、生活介護サービスの目標およびその達成時期、サービスの内容、サービス提供における留意点等を　盛り込んだ「生活介護計画（個別支援計画）」を、利用者または保護者と面接を行い作成いたします。また、計画については、その内容を利用者または保護者へ説明し同意をいただくとともにその写しを交付します。　　尚、計画は、６ヵ月に１度以上定期的に見直すほか必要に応じて見直します。
サービス利用に伴う費用については、介護給付費対象サービスと介護給付費対象外サービスに分かれますが、前者については、自治体が発行する受給者証に記載された「負担上限月額」以上の費用かかかりません（「負担上限月額」が0円の場合は本人負担なし）。後者については、定期的に発生する費用としては、①送迎サービスに伴う燃料費として1回（片道）あたり150円 ②昼食提供に伴う食材料費 （ご飯・　　味噌汁・麦茶等を事業所で用意させていただいた場合）として1回につき100円を徴収させていただければと考えております。（ただし、日中一時支援事業については、帰りの送迎は当面は行いません。）

３．事業の方針　～どのような事業所を目指すのか？　
　　　 ①　生活介護サービスという制度の枠にはまった活動だけにとどまらず、事業所名称の通り、　　障がいのある方々にとっての地域での「くらし」そのものを支える拠点となることを　　目指します。そのような心意気をもって日々の活動に臨みます。
　　　②　その意味でも、「生活介護事業」だけでなく「日中一時支援事業」を併設してスタートし、
　　　　　無理のない範囲で、生活介護の利用契約者以外の方にも開かれた事業所にします。
　　　③ 「地域に開かれたオープンな事業所」として事業所周辺に暮らす地域住人らに認知され、　　利用者の方々や事業所の人間である私たちが「地域によって育まれる」、また、利用者の方々や私たち自身の日々の実践が「地域住人たちの心（ハート）を育てる」ことができるよう、常に「地域との良好な関係づくり」を意識し、地域行事への積極的参加や事業所の活動に対する参加の呼びかけ・受け入れなどを通じた地域交流を検討・企画します。

＜開設初年度の日中活動３つのテーマ＞
♪ 若くて、柔らかい心を持った利用者の方々が、それぞれのペースでゆっくりと大人になること
♪ 地域やまちに出て人や社会と積極的に交わり、たくさんのうれしい・たのしい経験を積むこと
♪ 友だちや仲間たちといっしょに何かを生み出したり、はたらく喜びを感じること

以上、よろしくお願いいたします！
